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道
路
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種
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及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

延

長

県
道
別
府
一

由
布
市
湯
布
院
町
川
西
字
古
ヤ
シ
キ
一

三
三
七
番
一
地
先
内

前

メ
ー
ト
ル

七
・
二

〜

五
・
二

メ
ー
ト
ル

六
〇
・
〇

由
布
市
湯
布
院
町
川
西
字
古
ヤ
シ
キ
一

三
三
三
番
四
か
ら

由
布
市
湯
布
院
町
川
西
字
古
ヤ
シ
キ
一

三
三
五
番
一
ま
で

後

二
八
・
〇

〜
一
一
・
六

六
〇
・
〇

告

示

令
和
四
年
度
県
民
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の
実
施
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路
区
域
の
変
更
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開
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二

電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

監
査
委
員
告
示

外
部
監
査
人
補
助
者
に
関
す
る
告
示
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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…
二

企
業
局
訓
令

大
分
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号

大
分
県
統
計
条
例
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
条
例
第
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
民
健
康
づ
く
り
実

態
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

調
査
の
目
的

大
分
県
新
長
期
総
合
計
画
「
安
心
・
活
力
・
発
展
プ
ラ
ン
２
０
１
５
」
の
主
要
施
策
で
あ
る
「
健
康
寿

命
日
本
一
」
を
実
現
す
る
た
め
、
生
活
習
慣
等
の
健
康
に
関
す
る
意
識
・
行
動
の
現
状
を
把
握
し
、
市
町

村
の
地
域
差
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
及
び
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
八
条
に
基
づ

く
大
分
県
健
康
増
進
計
画
策
定
に
か
か
る
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
範
囲

県
内
に
居
住
す
る
二
十
歳
以
上
の
者
か
ら
性
別
・
年
齢
階
層
別
に
市
町
村
ご
と
に
抽
出
し
た
約
七
千
人

三

調
査
事
項

１

食
習
慣
及
び
食
物
摂
取
頻
度

２

治
療
状
況

３

健
康
状
況

４

運
動

５

栄
養
・
食
生
活

６

が
ん
検
診

７

こ
こ
ろ
の
健
康

８

た
ば
こ

９

歯

四

調
査
期
間

令
和
四
年
十
月
三
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

五

調
査
方
法

郵
送
に
よ
る
調
査
に
よ
り
行
う
。

大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令

和

四

年

第
三
二
九
号

七
月
二
十
九
日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



の
宮
線

由
布
市
湯
布
院
町
川
西
字
古
ヤ
シ
キ
一

三
五
六
番
三
一
地
先
内

前

五
・
一

〜

四
・
七

三
〇
・
〇

由
布
市
湯
布
院
町
川
西
字
古
ヤ
シ
キ
一

三
五
六
番
三
一
地
内

後

九
・
八

〜

四
・
八

三
〇
・
〇

由
布
市
湯
布
院
町
川
西
字
古
ヤ
シ
キ
一

三
九
六
番
四
地
先
内

前

六
・
八

〜

六
・
六

三
二
・
〇

由
布
市
湯
布
院
町
川
西
字
古
ヤ
シ
キ
一

三
九
六
番
一
八
地
内

後

一
一
・
三

〜

六
・
七

三
二
・
〇
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道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
別
府
一
の
宮
線

由
布
市
湯
布
院
町
川
西
字
古
ヤ
シ
キ
一
三
三
三
番
四

か
ら

由
布
市
湯
布
院
町
川
西
字
古
ヤ
シ
キ
一
三
三
五
番
一

ま
で

令
四
・

七
・
二
九

由
布
市
湯
布
院
町
川
西
字
古
ヤ
シ
キ
一
三
五
六
番
三

一
地
内

由
布
市
湯
布
院
町
川
西
字
古
ヤ
シ
キ
一
三
九
六
番
一

八
地
内

県
道
飯
田
高
原
中
村
線

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
田
野
字
二
俣
木
六
八
三
番
一
一

一
地
先
か
ら

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
田
野
字
二
俣
木
六
八
三
番
二
六

地
先
ま
で
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道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

区

間

指
定
の
区
分

一
般
国
道
五
〇
〇
号

別
府
市
石
垣
西
一
〇
丁
目
一
〇
〇
〇
番
三
四
四
か
ら

別
府
市
石
垣
西
一
〇
丁
目
一
〇
〇
〇
番
三
五
八
ま
で

上
下
線

○
監
査
委
員
告
示

氏

名

住

所

資
格
等

染

矢

尭

志

大
分
市
東
春
日
町
六
番
六
ア
ス
テ
ィ
オ
ン
春
日
八
〇
七

公
認
会
計
士

丹

宗

英

樹

大
分
市
東
鶴
崎
三
丁
目
四
番
一
四
号

公
認
会
計
士

近

藤

茂

之

大
分
市
中
島
西
二
丁
目
七
番
二
四
号
ハ
イ
シ
テ
ィ
中
島
二
○
三
号

公
認
会
計
士

膳

所

雄

一

福
岡
市
中
央
区
薬
院
二
丁
目
三
番
一
一
号
一
二
○
四
号

公
認
会
計
士

谷

畑

香
奈
子

大
分
市
大
字
鴛
野
八
四
二
番
地
の
一
七

大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
を
指
定
し
た
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
監
査
委
員
告
示
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
二
第
一
項
後
段
の
規
定
に

よ
る
監
査
の
事
務
の
補
助
に
つ
い
て
の
外
部
監
査
人
と
の
協
議
が
、
次
の
と
お
り
調
っ
た
。

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

大
分
県
監
査
委
員

長

谷

尾

雅

通

大
分
県
監
査
委
員

長

野

恭

子

大
分
県
監
査
委
員

鴛

海

豊

大
分
県
監
査
委
員

戸

高

賢

史

一

監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

監
査
の
事
務
を
補
助
で
き
る
期
間

令
和
四
年
八
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

大
分
県
報
（
告
示
・
監
査
委
告
示
）

二



○
企
業
局
訓
令

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
五
号

本

局

事

業

所

大
分
県
企
業
局
事
務
決
裁
規
程
（
平
成
二
年
大
分
県
企
業
局
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
四
年
七
月
二
十
九
日

大
分
県
企
業
局
長

磯

田

健

別
表
第
二
の
二
の
表
の
委
託
に
関
す
る
も
の
（
単
価
契
約
の
締
結
に
関
す
る
も
の
は
除
く
。
）
の
項
の
総

務
課
長
の
欄
中
「
三
〇
〇
万
円
」
及
び
「
五
〇
〇
万
円
」
を
「
一
、
〇
〇
〇
万
円
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
の
五
の
項
の
事
業
所
の
長
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

所
掌
事
務
に
係
る
証
明
を
行
う
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
報
（
企
業
局
訓
令
）

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

三


